
4月 　第１週
不祥事防止研修計画・懲戒処分の指針・各種校
内規程の研修・求められる教職員像・選挙運動
等の制限

１～２
資料学習
意見交流

校長

4月 　第１週 学校における危機管理体制 危機管理マニュアル
資料学習
意見交流

教頭

5月 第４月曜日 パソコンの適正な使用について 危機管理マニュアル
資料学習
意見交流

吉田

6月 第３月曜日
事例１１「個人情報の紛失」
成績評価・データ等に関する管理体制

２３～２４
資料学習
意見交流

平本

７月 第３月曜日 学校諸会計の適正な処理及び管理 諸費会計取扱規程
資料学習
意見交流

薮花

８月 第４月曜日 場面５～６「セクシャルハラスメント」 ３５～３８
資料輪読
意見交流

平田

８月 第１月曜日 事例５～７「体罰」 １１～１５
資料学習
意見交流

小林

9月 第３木曜日 適切な保護者対応 ５２～５５
資料学習
意見交流

栗栖

10月 第３月曜日
教職員による不祥事の根絶
～信頼され続ける教職員であるために～

広島県教育委員会
資料学習
意見交流

田邊

11月 第３月曜日 事例「パワーハラスメント」 教育委員会HP
ロールプレイ
シェアリング

松井

12月 第４水曜日 事例９～１０「交通違反（飲酒運転等）」 １９～２０
資料学習
意見交流

小田

1月 第３月曜日 事例１～２「わいせつ行為」 ３～６
資料学習
意見交流

美之口

2月 第３月曜日 事例「令和８年度の懲戒処分」 令和8年度懲戒処分
資料学習
意見交流

教頭

3月 第３月曜日
求められる教職員像
不祥事防止研修の振り返り

１～２
資料学習
意見交流

校長

（６）　 令和８年度不祥事防止委員会年間活動計画

　　　　不祥事防止年間研修計画
三次市立甲奴中学校　

１　不祥事防止委員会年間活動計画

　　　不祥事防止委員会は、毎月第４木曜日に開催し、研修内容の検討等を行う。
　　　また、必要に応じてその都度開催する。

２　不祥事防止委員会構成メンバー

４　研修資料
　　　・「教職員による不祥事の根絶（改訂版）(飲酒運転防止)（体罰等根絶）

　　　校長　　教頭　　教務主任　　生徒指導主事　　進路指導主事　　養護教諭

３　年間研修計画

　　　（１）　研修計画は次のとおり行う。また、必要に応じて適宜服務研修を行う。
　　　（２）　非常勤講師、スクールカウンセラー、介助員等は、年間3回の服務研修を行う。
　　　（３）　「教職員による不祥事の根絶（改訂版）」等を活用した研修を計画的に行う。

実施予定日 研修項目 資料ページ 研修形態 備　　考
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